
亀山市告示第６８号  

 亀山市未熟児養育医療給付実施要綱の一部を改正する告示を次の

ように定める。  

  平成２８年３月２５日  

亀山市長  櫻  井   義  之  

 

   亀山市未熟児養育医療給付実施要綱の一部を改正する告示  

 

 亀山市未熟児養育医療給付実施要綱（平成２５年亀山市告示第５９

号）の一部を次のように改正する。  

 別表備考の１中「第５条の４の２第５項」を「第５条の４の２第

６項」に改め、同表備考の２第２号中「第４１条第１項から第３項

まで」を「第４１条第１項、第２項、第６項及び第２４項」に、

「第４１条の３の２第１項、第２項、第４項及び第５項」を「第４１

条の３の２第１項、第２項、第５項及び第６項」に、「第４１条の

１９の３第１項及び第２項、第４１条の１９の４第１項及び第２項

並びに第４１条の１９の５第１項」を「第４１条の１９の３第１項

及び第３項、第４１条の１９の４第１項及び第３項」に改める。  

附  則  

この告示は、公表の日から施行する。  


